
●指定緊急避難場所の
開設依頼（区役所へ）

●リエゾン派遣要請
●被害状況の収集
●対策本部会議の開催

各機関 ●内部体制確立の準備（基準の確認、関係部署への注意喚起等）
●所管施設・設備等の事前点検等

京都市多機関連携型タイムラインの概要

タイムラインとは︖

京都市域に台風が接近した際や大雨が予想される際に本タイムラインを活用
し、相互に共通認識を持つことにより、 「関係機関による連携」を強化する。

また、「被害想定シナリオ」以外の災害対応全般においても、本タイムライ
ン掲載情報を適宜準用し、関係機関間での迅速かつ効果的な防災行動の実施の
一助とする。

京都市多機関連携型タイムラインの活用方法

国や都道府県・市町村・河川・ダム管理者・イン
フラ事業者等の重要な関係機関（２０機関４９部
署）と、各機関の風水害に対する防災行動を時系
列で、あらかじめ共有・整理をしたもの

多機関連携型タイムライン

水害等に対して、避難指示等の適切な発令の促進
を目指し、河川水位等と避難指示等発令のタイミ
ングを整理したもの

避難指示等の発令に着目した
タイムライン

（平成28年度に策定済み）

住民一人ひとりが、災害発生を前提に、自分自身
が「いつ」「何をするか」に着目して、防災行動
を時系列的に整理したもの

マイタイムライン

（令和3年4月15に提供開始）

災害発生を前提に、災害時に発生する状況を予め想定・共有したうえで、
「いつ」「だれが（実施主体）」「何をするか（防災行動）」に着目して、
時系列で整理した計画のことを指し、主に以下の３つに分類されます。

京都市多機関連携型タイムラインの構成
鴨川・桂川・宇治川を対象に、タイムラインレベルを設定し、風水害の発生前か

ら各関係機関が取るべき防災行動や情報の受発信を時系列で整理をしました。

72時間前
レベル０
15時間前
レベル１

7時間前
レベル２

避難判断水位到達

氾濫注意水位到達

水防警報等
の発表

●ホットラインに
よる情報提供

(水位情報、現象予測等)
●リエゾンの派遣

の実施

●監視強化
●水防活動の実施

水防警報等
の受発信

リエゾン派遣
準備

水防警報等
の受発信

（区役所、建設局
へ発信）

避難情報の発令

災害対策本部

自衛隊への
派遣要請

●各機関
対策本部の設置

●被害状況の確認

●停電状況の発信

●通行止めの実施

●通行規制状況等
の情報提供

鉄道の計画運休の発表

○時間軸目安は実際に越水被害のあった平成25年台風第18号を元に設定しており、実際の気象状況等により異なります。

復旧対応調整府へ
自衛隊派遣要請

タイムラインの一部（イメージ図）
河川管理者 府 市 インフラ事業者等

災害警戒本部

災害対策本部

状況により
リエゾン派遣

の実施

3時間前
レベル４

災害発生
レベル５

5時間前
レベル３



京都市多機関連携型タイムライン参加機関

機 関 名 機 関 名

1 大阪管区気象台京都地方気象台 26 文化市民局　文化市民部文化市民総務課

2 近畿地方整備局　京都国道事務所 27 産業観光局　産業企画室

3 京都府　危機管理部　災害対策課 28 保健福祉局　保健福祉部保健福祉総務課

4 京都府　建設交通部　砂防課 29 子ども若者はぐくみ局　はぐくみ創造推進室

5 京都府　建設交通部  京都土木事務所 30 都市計画局　都市企画部都市総務課

6 陸上自衛隊　福知山駐屯地　第７普通科連隊 31 建設局　建設企画部建設総務課

7 京都府警察本部　警備第一課 32 消防局　警防部警防計画課

8 西日本電信電話株式会社　京都支店 33 交通局　企画総務部総務課

9 澱川右岸水防事務組合 34 上下水道局　総務部総務課

10 桂川・小畑川水防事務組合 35 教育委員会事務局　総務部総務課

11 淀川ダム統合管理事務所　防災情報課 36 北区役所　地域力推進室

12 水資源機構桂川・猪名川ダム総合管理所
（日吉ダム） 37 上京区役所　地域力推進室

13 西日本旅客鉄道株式会社　京滋支社　総務企画課 38 左京区役所　地域力推進室

14 京阪電気鉄道株式会社 安全推進部 39 中京区役所　地域力推進室

15 阪急電鉄株式会社 40 東山区役所　地域力推進室

16 近畿日本鉄道株式会社 41 山科区役所　地域力推進室

17 東海旅客鉄道株式会社　関西支社 42 下京区役所　地域力推進室

18 西日本高速道路株式会社
関西支社京都高速道路事務所 43 南区役所　地域力推進室

19 関西電力送配電株式会社　京都本部 44 右京区役所　地域力推進室

20 大阪ガス株式会社  京滋導管部 45 西京区役所　地域力推進室

21 京都市消防団 46 洛西支所　地域力推進室

22 行財政局　防災危機管理室 47 伏見区役所　地域力推進室

23 環境政策局　環境企画部環境総務課 48 深草支所　地域力推進室

24 行財政局　総務部総務課 49 醍醐支所　地域力推進室

25 総合企画局　総合政策室



-72h -48h -18~-15h -7~-5ｈ -6~-4ｈ -4~-3ｈ
レベル０

（3日前調整）
レベル０

（2日前調整）
レベル１ レベル２ レベル３ レベル4 レベル５

３日前 ２日前 注意報・警報発表 氾濫注意水位の到達 避難判断水位の到達 氾濫危険水位の到達 災害発生

気象情報の発信等
（京都地方気象台）

○早期注意情報の発信
（警報級の可能性）

○早期注意情報の発信
（警報級の可能性）

○台風説明会の開催
○注意報・警報等の発信

○注意報・警報等の発信
○キキクル（危険度分布）
（注意）

○警報等の発信
○キキクル（危険度分布）

（警戒）

○注意報・警報等の発信
○キキクル（危険度分布）
（危険）

○警報等の発信
（大雨特別警報の発表）
○キキクル（危険度分布）
（災害切迫）

○気象情報・水防警報・洪水
予報等の発表等のタイミン
グについては、地域・事象
によって異なります。

○時間軸目安は平成25年台風
第18号越水事例を元に設定
しており、実際の気象状況
等により異なります。

0h氾濫発生

洪水予報の発信等
（淀川ダム統合管理事務所、
日吉ダム管理所、京都府土木

事務所）

○第二次警戒体制発令
○洪水予報(氾濫注意情報)

※気象台との共同発表

○洪水予報(氾濫警戒情報)
※気象台との共同発表

○非常体制の発令
○洪水予報(氾濫危険情報)

※気象台との共同発表

○洪水予報(氾濫発生情報)
※気象台との共同発表○予備放流の検討 ○注意体制の発令

○第一次警戒体制の発令

○市災害対策本部(3号・4号)
○リエゾン派遣要請
○被害状況収集（内部・外部）
○災害対策本部会議の開催

○復旧調整

京都市災害対策本部
○市災害警戒本部の設置

○市災害対策本部(1号)        ○水防情報受発信

○情報収集
○指定緊急避難場所の

開設依頼
○市災害対策本部(2号)
○関係機関への応援要請

(自衛隊派遣要請等）

高齢者等避難の発令 避難指示の発令

各区・支所
災害対策本部

○区・支所災害対策本部の
設置（1号体制）

○区・支所災害対策本部
（2号体制の検討） ○区・支所災害対策本部（3号体制の検討）

○指定緊急避難場所開設依頼（自主防災組織等） ○災害対応 (3号・4号)
○被害状況とりまとめ
○被災者支援 ○復旧調整

○帰宅困難者対策
京都市各局

○第1号体制参集準備）
○第1号体制参集 ○所管組織への注意喚起等

○第2号体制参集 ○ 3号・4号体制参集

○被害状況とりまとめ
○災害対応

○要配慮者支援

○義援物資等受入準備

避難判断水位到達 氾濫危険水位到達水防警報の発信等
（淀川河川事務所、
京都府土木事務所）

水防団待機水位到達 氾濫注意水位到達 計画高水位到達
堤防天端水位到達

○水防警報等(待機・準
備) の発表

○水防警報等(出動)
の発表

○緊急復旧、堤防調査
委員会設置

○ホットラインによる情報提供(水位情報、現象予測等)
○リエゾンの派遣

○水防情報受発信

京都府
（府危機管理部、

府建設交通部砂防課）

○災害警戒本部の設置
（基本配備・2号配備）

○水防情報受発信
○リエゾン派遣の準備 ○リエゾン派遣の実施

○自衛隊の派遣要請

○
内
部
体
制
確
立
の
準
備
（
基
準
の
確
認
、
関
係
部
署
へ
の
注
意
喚
起
等
）

○
所
管
施
設
・
設
備
等
の
事
前
点
検
・
操
作
手
順
等
の
確
認

○
災
害
対
策
用
資
機
材
・
復
旧
資
機
材
等
の
確
認
・
準
備

○
協
力
機
関
の
体
制
確
認

京
都
市
多
機
関
連
携
型
タ
イ
ム
ラ
イ
ン
の
ト
リ
ガ
ー（
早
期
注
意
情
報（
警
報
級
の
可
能
性［
高
］
）の
発
表
）

○避難勧告等発令状況確認
○災害対策本部設置（1号動員）

ライフライン
（水道・電気・ガス・通信等）

○非常災害対策本部の設置 ○被害状況の確認（パトロール随時）
○市対策本部等との連絡窓口 ○被害発生の可能性がある施設への予防措置（停止等） ○復旧対応

○復旧調整

水防活動
（府土木事務所、市建設局、

各水防事務組合等）

○水防情報受領
○各水防団連絡・人員待機

○水防情報受領 ○各水防団連絡・出動
○河川パトロール・水防工法実施

公共交通
（鉄道・バス）

○運行計画検討
○計画運休の可能

性の発表

○対策本部設置(必要最小限)
○規制値(雨、風等)に達した

線区運転規制、情報提供 ○利用者の安全確保

自衛隊 ○気象情報の収集 ○指揮所の開設
○部隊派遣

消防
（市消防局、消防団等）

○水災警戒警防態勢の発令
○水災警防態勢（第1号）の

発令検討
○水災警防本部の設置 ○警戒調査等の実施 ○災害対応

○水災警防態勢変更を検討

○庁舎・車両安全対策

○水災警防態勢（第３号）
の発令を検討

○応援部隊派遣要請(府内消
防本部、緊急消防援助隊等）

○復旧対応
○復旧調整道路交通

（府警、NEXCO西日本、京都
国道事務所、市建設局等）

○通行止め要員等
の事前要請

○交通規制の実施(必要に応じ) ○府警緊急事態対策本部等の設置(必要に応じ）

○台風対応連絡会
議の開催

（必要に応じ）

○対策本部等の設置 ○通行止め予定の調整（※規制値（雨量））
○道路状況の把握 ○通行止め要員の招集

○対策本部設置 ○規制値(雨、風等)に達した線区運転規制
○計画運休実施

〇ホットライン
○通行止めの実施

○交通規制状況等の情報提供

○水防本部に河川情報等の連絡

の相互確認等

○気象情報の収集 ○情報所の開設

○緊急交通路の指定に関する検討等


